
　平成２５年３月１日（金）から，長野地方法務局管内の全ての登記所において
地図・図面証明書の交換サービスのご利用が可能となり，他の交換サービス利用
可能庁との間で相互に地図・図面証明書をご請求いただけるようになりました。

　従来の地図等の閲覧に替わり，地図情報システムから出力した書面（Ａ３版普通紙に印刷された証明
文のない閲覧用地図）により行います。

  従来の地図等の写しに替わり，地図情報システムに登録された地図等の内容を証明した書面（Ａ３版
地紋紙に印刷した証明文のある地図）を作成して交付いたします。

  地図情報システムに登録された各種図面については，印刷した書面（Ａ３版普通紙に印刷された証明
文のない図面）により行います。

※ システム上，地図情報システムに登録できない一部の各種図面については，従来の取扱いと変
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　地図情報システムに登録された各種図面の原本については，申請情報の添付情報となるため，請求人
が利害関係を有する部分に限り，閲覧することができます.

  以下の登記所で，地図等及び各種図面のオンラインサービス，情報提供サービス，情報交換サービス
がご利用いただけます。

※ システム上，地図情報システムに登録できない一部の各種図面については，従来の取扱いと変
更ありません。

庁 名

※ システム上，地図情報システムに登録できない 部の各種図面に いては，従来の取扱いと変
更ありません。

  地図情報システムに登録された各種図面の内容を証明した書面（Ａ３版地紋紙に印刷した証明文のあ
る図面）を作成して交付いたします。

土地に関する各種図面（土地所在図，地積測量図又は地役権図面）の証明書の交付

各種図面（土地所在図，地積測量図又は地役権図面）の原本の閲覧

各種サービスの利用可能庁

長野地方法務局不動産登記部門 住所 長野市旭町1108番地

電話 ０２６－２３５－６６４２
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